
令和２年７月に，国分寺市農業委員の任期満了に伴う改選がありました。
新任委員が10名，継続委員が５名となります。よろしくお願いします。
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市内農地面積140.72ha
（令和2.1.1現在）

永澤 悟 委員 （国分寺支部）
臨時総会及び新任農業委員研修会に出席して，改めて都

市農地の存続の厳しさを痛感しました。適切な肥培管理がさ
れた身近な農地から緑と食材が供給されている事実を市民
の皆様に知っていただき，農業・農地が有ることの意義を理解いただけるよう務めてまいります。

鈴木 弘子 委員
これから，皆様に色々と御指導いただきながら頑張ってまいります。国分寺の農業を頑張ってい

らっしゃる方達の御努力に感謝しています。よろしくお願いいたします。

本多 佳郎 委員 （本多支部）
新任農業委員研修会等に参加させて頂き，生産緑地法の一部改正による特定生産緑地制度の

施行や都市農地貸借円滑化法により生産緑地の貸借が可能になったこと，そしてその制度を利用
したい農地借用希望者の方の意見等をお聞きするなどし，色々と勉強させて頂きました。今後は更
に知識を深め農家の方々のお役に立てるよう頑張ります。

東元町，西元町，泉町，本多担当委員

本多委員 永澤委員 鈴木委員
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内藤 孝雄 委員 （内藤支部）
前期の経験を活かしてさらなる国分寺市の農業の発展に，

関係機関の方々とともに取り組んでまいります。よろしくお願
いいたします。

鈴木 吉弘 委員 （恋ヶ窪支部）
特定生産緑地や貸借の円滑化など新たな都市農地制度へと変わっていく中で，農家を支えるた

めに，また都市農業の大切さを市民の皆様により理解していただくために尽くして参ります。

濱野 周泰 委員
これまでも農業委員として活動させていただきましたが，心機一転して都市の農地，農業がもつ新

鮮な農産物の供給は勿論，農地の環境資源としての機能など多面的な役割を広く伝えていきたく存
じます。都市農地は農産物の生産と良好な都市環境の形成に不可欠な存在です。農業者の皆様に
寄り添いながら，都市農地の保全と活用に貢献させていただきたく存じます。

内藤，日吉町，東恋ヶ窪，西恋ヶ窪担当委員第
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濱野委員 鈴木委員 内藤委員
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田中 豊 会長 （共中支部）
任期中に現行生産緑地から，特定生産緑地への移行を最後まで農家に周

知し，また都市農地貸借円滑化法を，高齢やその他の理由で，管理が困難に
なった都市農地を守るために各農家に周知し，農地の保全に努力したいと思
います。これからも農家，農業者のため努力してまいりますので，どうぞよろし
くお願いいたします。

就任の御挨拶



各ロックごとの新しい委員をご紹介します。

清水幸雄 委員 （戸倉支部）
農業委員に推薦され，農地制度，それに伴う農業委員活動の

重要性を痛感しました。３年間の任期中は，生産緑地制度を勉
強しながら地域農業の保全のために頑張っていきます。

尾又 守 委員 （共西支部）

前期では農地の急激な減少，農作物自給率の低さ等々危機感を抱かずにはいられない現状を目
の当たりにし，また都市における農業の優位性，逆に難しい点等学ぶことができました。今期は数あ
るマイナス要素をひとつずつでも減らすことができるよう，小さなきっかけ探しに尽くしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

笛田 弥生 委員
国分寺に越して来て21年，その2年後位に市民農業大学を受講した事が農業に興味をもったきっか

けです。野菜の育て方，庭木の剪定等初めての事ばかり，土に触れる事で土からパワーをもらう事も
あり，楽しく新鮮な一年でした。身近に農があり緑がある贅沢な環境に感謝です。これからも地産地
消を進め，国分寺の農地を残していきたい思いで一杯です。頑張りますのでよろしくお願いいたします。

栗原 啓輔 委員 （中藤支部）
生産緑地制度，相続税納税猶予制度等農地制度を理解し，農

業委員会の活動を通して農地の多面的機能を市民にご理解い
ただき，委員の方々と国分寺市の農業の維持，発展に少しでも
貢献できるよう努めて参ります。よろしくお願いいたします。

齋藤 利一 職務代理 （弁天支部）
市街化された中での農地は，環境の変化そして法律や制度も変わりつつあります。この様な中，将

来的にも農地を守り，そして，緑豊かな空間を残すことにより，災害時など色々な面での機能も発揮で
きると思います。都市農地の保全，そして市民の皆様に理解して頂けるよう努めて参りますので，よろ
しくお願いいたします。

本橋 裕司 委員 （光町支部）
二期目の農業委員を務める事となりました。会長・事務局を柱に，各委員と共に国分寺市の農家・

農地を未来に残すため，農業委員会の活動を，務めさせて頂きたく思います。

清水委員 笛田委員 尾又委員

本橋委員 齋藤職務代理 栗原委員

鈴木正治 委員 （共東支部）
北町で40年間，主に援農ボランティアの方々の力を借りながら

一年中野菜をつくり，出荷をしています。今回，認定農業者相談
支援チーム，市民農業大学講師，野菜・畜産部会の委員に任命
されました。国分寺市の農家の皆様のために頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

篠宮重彰 委員 （高木支部）
専門学校卒業後，造園材料会社を経て，家業であります植木生産，貸植木の仕事をしてまいりまし

た。畑を守るため，生産緑地と相続税納税猶予制度を堅持し，肥培管理している農家の皆さんとお話
しできたらと思います。農業に関して色々と見聞し，少しずつ学びながら頑張っていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。

北町，並木町，新町，高木町担当委員第
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鈴木委員 田中会長 篠宮委員
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東戸倉，戸倉，富士本担当委員

西町，光町担当委員
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ありがとうございました
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鈴木 一雄 職務代理 （本多支部）

農地・農業を守り続けることを第一
と考えてきました。そのことが良い
国分寺市をつくると思います。しか
し，現実は農家が農地を守る努力
をしても毎年減り続けてしまいます。
このままで良いのでしょうか。任期
中多くの皆様にお世話になりました。
御礼申し上げます。

本多 章雄 委員 （国分寺支部）

農業委員６年目として，農業委員
の改選の年になりました。この間農
地関連法が変わり，農地の貸付が
できるようになりました。２年後に30
年の買取り申出ができるようになり
ますが，特定生産緑地制度にのる
ようお願いします。最後に６年間お
世話になりありがとうございました。

小栁 良江 委員 （国分寺支部）

３年間お世話になりました。農地調
査で各農家の畑を見る機会を与え
ていただきました。農家の皆さんが
農地を守り肥培管理しているのを
見せてもらいました。都市農業にお
いて農業委員の大切さを強く感じた
３年間でした。ありがとうございまし
た。

内藤 孝雄 委員 （内藤支部）

市内の農地が減少し続けています。本来，
都市の農業・農地は都市生活をより豊かに
するものです。安全で新鮮な農産物の生産
に加え，今一番問題になっている環境保全，
防災，子供たちへの食育等，重要な役割を
担っている。私たち農業委員は新たな法制
度を最大限に活かして都市農地の減少を食
い止め，豊かさと潤いを実感できるよう，特
に次世代に残すよう努めていくことが大切だ
と強く実感しました。

佐藤 弘 委員 （恋ヶ窪支部）

任期の３年間を皆様のおかげで無事に
務め終わる事が出来ました。任期中は
総会や農地調査，農業者大会，視察研
修，農ウォーク等，色々な勉強や経験
をさせていただきました。特に，今期は
特定生産緑地制度の農家への周知徹
底ということで委員全員が頑張りました。
今後も微力ながら農地の保全に努力し
ていきたいと思います。

濱野 周泰 委員

典型的な都市農業が展開されている国
分寺市の農業委員として，３年の任期
の間に農地法における都市農地に対
する価値と位置付けが大きく変わりまし
た。先進的な都市農業が展開されてい
る本市において，農業者の方々はもと
より消費者である市民とのパイプ役とし
て情報提供をさせていただいたことに
感謝を申し上げます。

田中 豊 会長 （共中支部）

農地調査，申請書の承認等，市民との
農業を通してのふれあい等，皆様の御
協力をいただき行ってまいりました。ま
た新たな特定生産緑地制度の農地所
有者への周知に努めてまいりました。
令和元年８月には，市長，議長に意見
書を提出しました。農業者にとって安心
して農業ができる環境ができればと
思っています。関係各位に感謝します。

池谷 喜市 委員 （共東支部）

皆様のおかげをもちまして無事３年
間務めることができました。農地調
査や総会，地区別懇談会，視察研
修，農業者大会など，大変良い勉
強になりました。生産緑地，特定生
産緑地，相続税納税猶予を堅持す
るために，これからも適切な肥培管
理をお願いしたいと思います。

真藤 秀夫 委員 （高木支部）

３年間御協力いただきありがとうござい
ました。また生産緑地法の一部改正に
伴う地区別懇談会にも多数御参加いた
だき感謝申し上げます。就任初年度に
は国分寺市市民農業大学の講師にも
就かせて頂きましたが，受講生の皆様
は明るく真面目な方ばかりで是非とも
農業ボランテイアなどで活躍していただ
きたいと思います。

田倉 隆行 委員 （戸倉支部）

農業委員を振り返ってみて，農地
調査で農家の畑を見る機会を与え
ていただきました。生産緑地制度
の大切さと相続税納税猶予制度の
堅持は重要であるとつくづく思いま
した。３年間大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。

尾又 守 委員 （共西支部）

市内農家の様子を近くで観ることができ，同じ
農業者として非常に勉強になり，また驚くほど
のスピードで農地が減少していることに大きな
戸惑いを感じました。生涯農業を続けるという
約束の下農業を続けていても，ひとたび相続が
発生すると納税の為に農地を手放していく現実
に慟塊の念を抱かずにはいられません。コロナ
禍においても幸い食料が滞ることはありません
でしたが，せめて食料は自国で賄うという確固
たる姿勢を国に望みたいと強く感じました。

金谷 こずえ 委員

任期中は学びの連続だったように思い
ます。都市農業の現況について，また
農業関連の法律のことなど，知識も得
ながら，それ以上に実際に多くの農地
を見て歩く機会を与えられたのは望外
の恩恵でした。まだまだ自然豊かな国
分寺に農地は欠かせない。今ある農地
を残していく為に今後もできる協力を心
掛けたいと思っています。

神山 弘幸 委員 （中藤支部）

皆さんの助けをかりながら無事に３
年間務めることができました。最初
は農業や農地について知らないこ
とが多かったですが，農業委員会
の活動を通してたくさん学ばせてい
ただきました。まだまだ覚えることも
多く，これからも勉強していき，農
業に活かして行きたいとと思います。

関口 竹人 委員 （上谷保支部）

農業委員になり農業を取り巻く環境，
制度，都市農家の置かれている状況を
勉強させて頂きました。任期期間，特
定生産緑地制度に向けての準備に携
わり，良い経験をさせて頂くとともに改
めて生産緑地制度，納税猶予制度の
堅持の必要性を再確認しました。都市
農業において，農業委員の大切さを強
く感じた３年間でした。

本橋 裕司 委員 （光町支部）

支部や地域農家の支えもあり，無事に
３年間の任期を務めさせて頂きました。
初めての農業委員で戸惑う所もありま
したが，様々な勉強会で学ばせて頂き，
自分なりの啓発活動をさせて頂きまし
た。特例法はこれからも重大な課題で
す。農地の減少を防ぐためお手伝いが
出来たことを感謝します。
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「都市農地貸借円滑化法」説明会の報告

「地区別懇談会」実施のお知らせ

日 程 会 場

11/4（水） 共益東部公会堂

11/5（木） ＪＡ東京むさし国分寺支店 ２階ホール

11/12（木） 西町プラザ集会室・会議室

11/13（金） もとまち公民館 視聴覚室
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今期の「農業委員会だより」編集委員を紹介します
濱野編集委員長 都市農地は、新生産緑地法の施行など都市環境改善へ変化しつつあります。

皆様へ最新の情報をお伝えできるように務めて参ります。

笛田編集委員 「農業委員会だより」を初めて担当いたします。耳慣れない“農業委員”の活動
の様子を分かり易くお伝えできればと思っております。

永澤編集委員 農業者の皆様への的確な情報伝達、非農業者の皆様に国分寺農業をより深く
知って頂けるように努めたいと思います。

平成30年９月に施行された「都市農地の貸借の
円滑化に関する法律」により，生産緑地の貸借が
可能となりました。農業委員会では，借用希望者
への制度の周知と意向確認をするため，８月６日
にＪＡと合同で説明会を開催しました。農業者間の
貸借の成立に向けた農地のマッチング等を行うた
め，これからも活動していきます。

▲共益東部公会堂での懇談会

今年も地区別懇談会を実施します。内容は以下のとお
りです。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

① 農地利用状況調査の結果報告
② 都市農地貸借円滑化法の事例紹介
③ 特定生産緑地制度の申請状況とスケジュール
④ 東京都農業会議の職員による農政課題や制度に

ついての講演
⑤ 質疑応答・意見交換

都市農地貸借円滑化法の
制度を利用するメリット

生産緑地の借り手が，耕作の事業
に関する計画を作成し市の認定を受
けると，生産緑地の貸借について，以
下のメリットが受けられます。

メリット１ 法定更新が適用されないた
め，貸借の契約期間満了後に農地が
返ってくるので安心して農地を貸すこ
とができます。

メリット２ 相続税の納税猶予の適用
を受けたままで農地を貸せます。

※ 時間はいずれも18：00～20：00
▲西町プラザでの懇談会※ 各回の内容はいずれも同じとなります。


